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要約tこかえて

はじめに

籍者は1968年7月9日から翌年1月19日までの

約6カ月半にわたり，ペラ州クリアン米作地帯に

あるスンガイ・メガット・アリス村に住みこみ，

岡村と隣村パリット・ yレパイ・アキア村の経済と

社会生活の仕組みに関する調査を行なった。本輸

文はそのうちアキア村の米作農家における土地所

有と小作制度の実態とその特賃について叙述した

ものである。

内容叙述に入る捕に二，三調査の方法について

述べておきたい。農民とのインターピューに際し

てはマレイ語の通訳は全く躍わず，案内人だけを

頼んだ。村での生活が長くなるにつれ農民とも親

しくなり，農家を自由に訪問し，話しができるよ

うになったが，正式のインターピューを行なう場

合は必ず案内人に同伴してもらった。またfング

ービューには質問表はいっさい使用せず，重要な
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ことは適当にノートに書き込むと L、う方法をとっ

た。筆者はアリス村小学校の校長宅に寄宿し，食

事その他いっさヤの面倒をみてもらったが，校長

先生および一家の方々の温い援助と心づかいには

特に深い感謝の意を表したU、。また農民とのイン

タ｝ピューが円滑に行なえるように案内役とし ζ

終始親身に気をつかってくれた IさんとMさん，

それに常に協力的に情報を提供してくれダかつ親

切にこちらの質問に答え，教えてくれた村の人び

とにもひとかたならぬお世話になった。このった

ない論文に多少とも益するところがあれば，それ

はすべて上記の人達のおかげであることを二こで

改めて記し，筆者の深甚なる感謝の意に代えるこ

とにする。

たお，本論文怯昭和48年度「アジア諸国等にお

ける土地政策」研究委員会に対する報告書である

が，筆者の都合により本誌に掲載したものであ

る。

I 村の位置と行政

給水田栽培函和5万7616ェ－：IJー（1967-19団年

時〕に及ぶベラ州ケリアン郡の米作地帯は，そ

のj也形条件により内陸クリアン（KrianDarat）と

沿岸クリアン（KrianLaut）の二つの地域に分ける
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ことができる。つまり比較的高地で水捌けのよし、

内陸部と海抜2～ 3;Iートルの所iこ排永不良なilii¥

悶が広が J yている)lji梢層沿岸部とである。調査村

ノ，ミ l）ソト.!I-, ,{ ｛・γキア（Kampon日 l'aritLcliai 

J¥kir, J.TI；了干〆十！と田名称）とスンガイ・メカット・

アリス村（KarnpongSungei l¥.1cgat Jへ口人以下ア！］て

村と略FF)の両村は，この治岸クリアンのほぼ西

北端に位置し，隣列、jアれ口 i'.i、 fンス・ 1'7穴レスリー一

(Province ・w ellesley）まで＇.？ （イIL，海岸線まで

1～ 2マイノレの間にかなり緩やかな間隔で農家が

展開してヤる村である。河村はともにベラナトiクリ

アン剖lパガン・ティアンj.{(State of Perak, Kr 

Distri《；t,Mul《irnBagan Tiang) tこ｛立百し，互いに

隣接する村誌である。第 l, 2図により調査村の

位置と近接する町村の所在を確かめ二L、ただきた

し、。

このごつの調査村は村落のタイプとしてはかな

り異なってレる。アリス村はバガン・ティアン1£

Eタンジョン・ピアンダン匹（MukimTanjong Pi-

andang）の行政の中心であり，区長（penghulu

be引）の住居と彼が日々執務をとる事；某所がある

（注 I）。また村の中央部には雑貨店やコーヒー店，

自転車屋，洗たく屋などを経営する華人〔21戸），

マレイ人（ 9戸〉，インド人（ l戸）の商店が合計

31戸あり，周辺にひろがる広範な農村を後背地と

して小さし、ながら活気を呈する“パガ「ン・ティア

ン商店街”を形成している。金躍日 lこは道路沿い

に市（pa悶 rrninggu）が開かれ，近在の村々からは

礼拝堂（rnasjid）でのお祈りをも兼ねて，良民が衣

類，：果物やその他日用品，農具などの買い物に賑

賑しく集まってくるコまた公共施設もここに集中

している。 1888年の初期イギリス植民地時代iこ開

校したマレイ系小学校や戦後1960年になって設立

された宗教学校，またi;k民のための集・会所（balai

J レーノノア， クリア／米作地帯におけお土地所有と小作制度

raya），それに郵便業務代理店（wakilpos）なども

備わっ亡おり，文字どおりパガン・ティアン区の

社会的，文化的中心地としての役割を果たしてい

る。しかし一方では底辺の農業労働者もかなり多

量に討す溜されてL、るのも著しい特徴である。とく

に“商店街”の背後には，農地を全く保有せず低

湿地の衛生条件の悪い場所に粗末な小屋を建てて

住んでいる農業労働者を多く見レ出すことができ

る。そして主要なマレイ人米作農民はこの商店と

公共諸施設司さらにその周辺に住む貧農や農業労

働者層より構成されている村の中心地から左右に

道路沿L、に約4分の 3マイルにわたり点在してい

る。全体としてみるとちょうど華人商人を枝とし

て防止り立－－－，てL、る地方の小さな商人町を両恨I］から

{fみつける恰好でアリス村が形成されているので

ある。

これに反してアキア村はかつてルパイ・アキア

(Lebai Akir）と呼ばれる農民がアリス村の北端あ

たりから‘ l王ぽ道路と直角をなして内陸に向かつ

て開削した水路（parit）に沿って発展した村落であ

る。村人の話によればアキア村には戦前の1930年

代頃までは数軒の農家しかなかったが，アキア村

周辺地を広く所有してL、たインド人高利貸し商

chettiarsがその農地を当時売りはじめたことか

ら近隣のマレイ人やパンジヤノレマシン（Banjerma・

sin）の農民が買い求めるようになり，急激に農家

がふえ，現在のような散居市ljの村になったとい

う。正確にいえば現在のアキア村は村人の問では

狭い道路七境に上アキア村（ParitLcbai Akir 

Atas）と下アキアギ「（ParitLebai Akir B川 ah）の

二つに分かれていて，調査村のアキア村は下アキ

ア村なのである。上下アキア村はそれぞれ surau

あるいは madrasah と呼ばれる小規模な礼拝堂

を中心に村落を形成しているが，調査村アキア村
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4‘ 第 1図 ク リ ア ン 沿 岸 部 と 調 査 村 の 位 置
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沿岸部－，Hfも約 100年前の初期の開拓時代以来，は商店と農業労働者が各 1戸と 3戸の非農家を除

いてはマレイ人農民から構成される典型的なマレ または村人自身の下か村落聞の境界は上からの，

;tr，「、ゆらの必要によって定められたことも江く．そしてアキア村はアリス村とイ人米作村である。

る；意味で不明確の 7主主今日にいたっているのであ公共施設比較すれば規模が小さャばかりでなく，

可屯〉。

一一方，

またアリス村の村長も簡素な礼拝堂のみであり，

区の行政はその上にある郡役所の管理，
←手

がアキア村の村長を兼ねてきたこともあって，

パガン・ティアン区の属す監皆を受けるのだが，リス村はアキア村の農民にと JJ て商業，宗教‘行

政，教育などすべての中心であり， るクリアン郡の行政の枢軸はこのアキア村より約

6マイノレ半離れたパリット・ブンターノレ（Parit-

Buntaめの町ーにある。クリアンJI!(Sungei Krian) 

の川岸に尚たわるこの町は古くからひらけた町で、

あり，特に1875年にク iiアン部の土地登記事務所

日常の生産，

生活行為のうえで強く結びつけられてL、るのであ

る。

パガン・ティアン区長の情報；こよればベガン・

::i｝、ティアン区にはおの村溶（karnpong）があり，

i同府干 I_::"(T) ~' t培ーが近(Krian Register）が開設され，5人υ，，，宇、t,Uーのらの村長（kctuakampon日）がし、る。

降ヱステートで行なわれるようになって以来，行

政t＇けでなく商業の町として：栄えたのであ乙ぺ

しカ hしいまの商店街には当時川おもかげはなく，

上述のようにアリス村；二肘住してl、る

が，彼の受け持ち村f客は待

なかに合まれているので去〉る O 村長の！係はそれ臼

ち1人は，

クリアン沿さびれた影だけが残って：、るり現在，の解決やlll 身公けの行政職でなく、村でのも

岸部で最も商業的に繁栄Lてし、るのはパガン・ス

さ九になングョン・ピライ（BaganSerai）であり，

同長からの連結．情報を農民に流

主fこ〆リスキJc'す役目を負っていゐにすぎない。

村長が管轄している八つの村活には，持tこ村長を

談にのったり．

ケげラ・クラウ（KualaKurau) アングンであり、

であ心。特にゲンジョン・ピアンダンとグワラ・

ケラウの町は漁業の町であると同時にケリアンi{',

i対日で生産される米を中心とした農産物の集散地

補佐する役口を担った者はどれもさめられていな

それぞれの村落の農民のなかにはおしかし，し、。

のずと“長”に相当する者/J:', 、て、：：｝）fi'が上か

しかしとして著しく活気を呈してし、る町であるつまたトj人：＇）要らの情報，連絡を村人；こ伝えたり喧

求を上に伝えるようにな，，ている。 生

活にとって関係ぷあるのはパガン・チ fアンの町

アリスNf!Liil一円県民の日々の生産，アキアキナ，:.c人工ぅ；こノミ

がン・テ fアンi三はJ刊行政の去を末端iの守jf主であり，

そのFにある村落iよ自然村としての性絡が強く． タンジョン・ピアングンやケワラ・々ラ

17の町でないことはすでに述べたとおりであふ 3

ci今 1) I{ J、：（penghuluhcsar'1 : I j,、11;:¥; 1 Iて1人ず

あろ／いノ、，， C ・子イブャ尺 L l三Jζ，1 , D il't γ 〆々／ ' 

I・ －，’シ ，［ ンウ斥長主も兼J〕て 1、ノ。タノンヲず

に・，〆ダパ二；二目ljR:jと（nailヲ penghulu）か］人し、て区

民r年右折jf/,Iて、、；＇.， t,，、． 行政事務所；t九！、。

でおり，

行政の単位としては規定されてt.n、のである。し

たがって村落の間にはなんら明確な境界は存在L

うえに述べた上アキア村と！ごアキア村

j七

ておらず，

どの境界線もただ村人が道路を便宜的；こ境と見な

しているにすぎなし～歴史的にマレーシアではこ

れまで末端村落が行政組織的に為政者によって把

このクリアン握された経験に乏しいのであるが，

6 
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人口と職業構成

アキア村は企体で48戸，人口数にして 255人

（第1去を参照）からなる小村で，すべてマレイ人

II 

うち 7戸， 44人は

1920～30年代にカリマンタンのパンジャノレマシン

よりクリアンに移住し，定着したものである。世

より成り立っている。ただ，

依然と故郷の脅菜を話し周囲のマレイ人との実際

も限られている。アキア村周辺にはこうしたバン

ジャルマシンからの移住民は多数いて)!k業を営ん

でいるが，通常はオラン・バンジャノレ（orangBan-

jarーパンジヤノレ人）と呼ばれている。

日常会話でも帯主はほとんど移住者自身であり，

第2表世帯主の職業構成

業 ｜戸数

労
労
賃
経
動
経

T
i
nツ
q
O
可ム

1』

q
U
1ム

1
i
 

業
働
働
工
営
務
営

職
第l表からすぐわかるようにアキア村における

職業構成上の第 1の特徴は，農家数45戸のうちほ

とんどが農業経営の主体を水間栽培に置く米作農

ゴム栽培を同時に経営している農家は

兼

賃
業
所
所
店

農
業
＋業

内

訳

さのことは

ゴム以

しかし，

各米作費家が収入源の多様性をユ！とめて米，

外に農業経営の多角化に努力してなヤというとと

ではない。事実，多くの農家はニワトリやアヒノレ

家であり，

2戸にすぎないととである。

口
只
業
者

－A
1
i
唱
上

手話

労

公
漁
曲
属 働業

また水田E霊場の中に畦をの飼育に精を出したり，

苦十の補充を行なっていることである。兼業の種類

としては農業賃労働が19戸と圧倒的に多く，つい

？精米所勤務3戸，漁業と農業賃労働の双方を兼

業しているものが3戸となっている。また兼業農

家のうち精米所を経営してヤる農家が 1戸あるこ

とも大きな特徴としてあげることができる。この

精米所は単に他の農家より米作経営の規模が大き

いばかりでなく，経済力が他農家とは比較になら

ないlまど大きい点でアキア村のなかで特異かっ重

;¥+ 48 β 、
口

さらにまた養魚池作り，西瓜の栽培を試みたり，

を闘場の一隅tこ確保して収穫前の苦し，，、家計の足

しになるように努力は支払われている。

れら副業から符られる収入の額は米収入と比較す

しかしこ

2の例外を除けば主要な

収入源とはなりえていない。そういった意味でア

1, ればやはり小さく，

その経営と土地所有の系

7 

要な位置を占めており，

キア村では水田農家が支配的であるといえるので

ある。

職業構成上の第2の特徴は，農家45戸のうち農

業経営のみによって生計を営んでいる専業農家は

16戸にすぎず，あとの29戸は種々の兼業により家
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譜について言及しておく必要があるが，それはの

ちの行論で触れることにする。ところでこれら兼

業のうち，漁識はアキア村の米作農民に対してか

なり大きな家五十補充の機会をあたえているように

見える。兼業農家にとって漁業は整地作業や稲刈

り，悶植に次ぐ副収入を得る機会であり，しかも

より継続性，安定牲があるので小規筏経営農民層

にとっては恰好の収入源となっている。しかし，

収入の額は 1カ月で80ドノレ前後でそれほど多額の

現金収入は期待できなνのもまた事実である。ま

た，エピあるいはカニ取りの作業は早朝行たわれ

かつかなり過盤な労働のため農作業と重なると，

負担はきついものとなるu ために穏メlj:J時；j:1時

的にタウケ（tauke）と呼ばれる綱元から許可をt

らい，農業賃労働者として稲刈り作業に従事して

かなりの臨時収入を獲特することが慣行として誌

められているのである。つまり一般の兼業喪家に

とっては水間季節労働，とくに稲刈りはやはり最

も大きい収入源であることは間選いなく，ペぎiこ

漁業，精米所勤務などの農外収入となってレる。

しかしながら，全体的にはアキア村では兼業の

機会は農家家計を十分に補充するほどでなく，依

然として村内iこは遊休労働力が大量に浮滋してし、

るといわざるをえない。そして兼業機会の乏しさ

は世帯主の職業構成よりも世帯主以外の就業者数

（第3交を参照〉をみればより鮮明に理解されよ

う。世帯主以外の大量の若年労働人口のうちわず

錦 3表世帯主以外の就業種別就業者数

就 業 種！ヘ数

農 ム布f於、 貨 労 皆j 9 

漁 業 2 

漁 業 賃 労 働 1 

之口入 計 12 

8 

か12人しか就業のチャンスに恵まれてL、ないこと

は，このアキア村も他の米作村同様，若年労働者

の堆積，過剰に悩まされていることを浮き彫りさ

せてヤる。しがも12人のうち 9人が労働需要のピ

ーク時しか就業できず，収入も不安定な農業労働j

つまり悶植や整地作業，稲刈りなどに麗用機会を

求めているのであって，低額ながら月々比較的安

定した収入の望める漁業に雇われている若者は 1

人しかいないのである。村の中央部にある農家の

庭先仁は 1年前に政府資会で付設された，マレイ

人の伝統的な球技討ep北 ragaのための運動場が

あるが，そこには農閑期の夕方になると村内の若

者たちが大勢集まり，なんの屈託もなく古くから

ある球技に興ずるさまは，まさに一見のどかな田

園風景といえるが，筆者にと・つてはその裏側にあ

る就業機会の厳しい現実に思ャを走らせずにおか

ないものがある。

皿土地所有と経営規棋

さて，アキア村では水田経営を行なう農家が支

配的であると述べたが，では次にその水田空襲家の

土地所有と経営規模の現状および特徴を見ること

にする。まず第4表を見ていただきたい。アキア

村全体の農家の水岡経営面積は約 155エーカーで

1戸当りの平均経営面積は 3.5エーカーとなって

いるが，経営地を自作地と小作地別に分類してみ

ると経営地の約60%が自作地陀よって占められ，

残り40%が小作地となっている。これはほぼマレ

ーシアマの水田面積の平均的な自作地と小作地の

比率であるつしかしながら，小作地主経営する農

家数（28戸）は自作地を経営する農家数（29戸〉

とほぼ同数であるから，水田農家1戸当りの総経

営面積における小作地のもつ意味はそれt！け小さ

いことになる。そしてこの点は，経営面積全体の
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第4表農家の水田経営前積と所有臨積

面 積 1戸当り
｜ 戸数 エー 平均面
｜水間保有形態 ! （ヵー）｜（ヱーヵ空）

続i(I 作地 I 29 -9:'l:'J 3.4 
小作地 28 (il .. J 2.1 

f也 ii' 百十 付 i’1:.4.() 3.5 

i・1r i『I 1乍地 29 付：i.:, :1.4 
{f l 貸付地 12 !"i:l.匂 4.5
j也i ｛；－ 計：l(J 1-17 .-1 4. 7 

（注） 1) 自作地を耕作する幾家が問時に小作地を
耕作することもあるので，合計戸数は二食計算を
さけて算出しである。
2) 1）と同様な方法で算出した。

64. ;3•y;，がノi、作地によって 111 められていたケグー州

のスンガイ・ブジョ－1レキナ（以ト， ijLにTジョール

キJJとはきわめて対称的な数字となっている世I）。

この両村における小作地のもつ比率の違いが何を

意味するかは，ここでは必ずしも明らかにしえな

いが，このアキア村の方が小作地をさがし求める

ことが，より困難な条件にあることを物語ってい

るということだけはいえよう、水田焼家1戸当

りの経営面積の広さがケゲ－・）刊の調査事例では

,1. '.lヱーカーなのに対し，アキア村では：L5エーカ

ーと 1ヱーカー近くも狭いのはそのためと推定さ

れる。

上述の推論の正しさは第5表のアキア村の水田

農家の土地保有形態別，経営規模別農家数を見れ

ばより明瞭になると恩われる。この表で第1に目

マレーシア， Pリアン米作地帯における土地所有と小作制度

につくのは，経営面積3エーカー以下の零細農家

が23戸と全農家戸数の50%以上を占めている事実

であろう。 3エーカーの経営規模は1960年農業セ

ンサスにおL、ては全水田経営農家 t水田専業史家で

なりの平均経営規模2.5エーカーを若干上回る

にすぎないか「ヲ，このアキア村の経営規慎はがな

り小さい方に属すると判断してよし、であろう。政

府が水間農家1戸当りの適正経営規模と規定して

いる 7エーカー規模に達している農家は表からわ

かるようにわずか5戸しかなく，全農家戸数の 1

)f!J強に？ぎなし、。そして零細農家として分額され

る3ヱーケー以下の農家と，適正規模農家として

の7工ーカー以上の農家の中聞に属すら 3～ 7エ

ーカ一層が16戸存在することは，このアキア村水

田農家の階腫構成が大ざっぱにいえば， 50%の零

細小規模農家と40%の平均規模農家，それに10%

の適正規模農家の三つの階層によって構成されて

いるととを意味している。

つぎにこれを経営地の保有形態からみると‘自

if設と純小作農がほぼ同数でそれぞれ16戸司 15戸

どt(－，ており，自・小作農と小・自作農は双方合

わせて13戸にしかすぎないことが第 lの特徴とし

てあげられよう。またもう一つの特徴は，純小作

；農は当然予想されるごとく小規模で純小作農15戸

のうち10戸が3エーカー以下であり， 3～5エー

第 5 表 J：池袋有形態＿glj，続討 Hi1葉山；農家戸数

自
白

占入
口

経営面積（エーカー） i (). '.-l～1.5 

,' 

1.6～3.0 3 l～日

) ＇数；［白 i積

O十） （ ）はヤシ聞の経’F泊if点〈 〉はゴム園の経営面積。

7～ 総 f;-計一

戸数｜面積｜戸数 i日夜｜戸数

6 16.6(0.7)1 2; 67.3(0.7)116 
2 • 7.9(o.s)I 1 I 21.2 I 6 

I 7. 7 : 1 I 21川 ）I 7 
7.8(3) I 1 I 39.4(3) J 15 

I 1 <1 2) 40.0 : I I (3) 

｜… T I :'l; 

9 



Ⅳ　土地の購入と相続

1975010012.TIF

カ一層が4F, 5エーカー以上の越が 1戸にすぎ

ないことである。 この数字は自作養家が比較的規

模に関係なく平均して分布しているのに対し，著

しい特徴としてあげることができょう。調査の過

程で農民からよく開ャた話しに上れば，小作料が

両くなってきているにもかかわらず，小作地の獲

得が年々困難になってきているということであっ

た。アキア村のこの零細な純小作農の多数の存在

と全農家数に占める比率の高さは何にもまして上

述の農民の話の正しさを証明してL、るように思わ

れる。小作地を求めて，プロピンス・ウェレスリ

ーやケリアシJI!対岸のケグー州， さらにク 11アン

内陸部にまで自転車やパス， そして時にはフェリ

ーを利用しなければ農作業地に到遣しないような

所に借地したり， 2期flZl＇可能な米作地（周辺地

にはない〕の 1期または 2期作目を安い小作料で

借りる小作農が多いのである。いいがえれば，農

民はできるだけ機会をとらえて耕地拡張のために

努力し， 遠距離の零細地を借り受けようとするの

である。その結果，経営規模の零細性だけでなく

耕地の分散性が同時に併存することになる。

ところで自作農であるが，この範曜に属する農

家は16戸と最も多くの戸数を占めているが， その

経営規模をみると 5エーカーを境にそれぞれ8戸

ずつ分布し，適正規模の自作農家罵もかなり存在

していることがわかる。 そしてこのことは耕作面

積に余裕を持ち．ある程度土地集積を実現しうる

農家層の存在を予想せしめる。 しかし， こうした

推則がはたして正鵠を得ているのかどうかは．調

査結果より明らかにされねばならないだろうっそ

こでアキア村の自作農家層または地主層が，どの

ようにして土地を獲得し，集積したのかその方法

を調査結果を通じて吟味するととにより，同村の

土地所有の実態により詳しい接近を試みるととに

IO 

しよう。

（注 1) 拙稿「マレーシア米作地帯における地主・

小作関係））実態と性柿一一ケぽー l刊，ス／ガ「・プ／

ョール村の事例一一」〈『アジア経済』 1971年12月号）

26-27ページを参照せよ。

IV 土地の購入と相続

第6表はアキア村の農家が所有する米作地を入

手方法別に分類したものであるが，第 1に目につ

くのは瀧産相続による土地入手件数および獲得面

はがともに全体の60＇；（，近くに達し，ついで購入 tこ

よる農地獲得が件数，面積においてそれぞれ40%

ir:tくを占めている事実であろう Q これはアキア村

の米作農民にとって遺産相続が土地の獲得方途と

しては最も大きな意味を持ち，土地売貨を通じた

土地集積はこれに比較して限定されていることを

示しているといってよいだろう。零細規模の経営

[ill積しか保有しtn、農民が持心しながら貯蓄して

新たに土地を購入し，経営の拡大を図ることは非

常にむずかしいのである。 さうした傾向は第7去

士見れ：fより明白であろう υ この表はアキア村の

米作農家が調査時所有していた農地のうち購入し

て得たものを規模別に件数，面積を分類したもの

であるが，総購入件数18件のうち0.3-1.3エーカ

第6表入手方法別にみた所有地の 9J頴

r l合計面積 1件当り
＼｜件数（農家数）' （エーカー） i（主ーヵ当入手方法

i % I 
遺産相続 I己5(21)1 Sfi 63.Si 日9

個人ベースによ 118(11)1 381 40.1[ 35 
る購入 ｜ ｜ ｜ ｜ 

政府からの購入 l :3 （日） I 61 s.9: (i 

_L>、
仁3 計； 45 I 1001_ 109. 51 100 

2.5 

2.2 

2.0 

（注〕 さどに掲げた数字は調査の過程で入手方法の
わかりえた所有地についてのみ分類したものであ
る。アキア村米作農民の全所有面積は 147.4エー
カーであるから，この数字は約74%カバーしてい
ること比なる。
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タリアン米作地帯における土地所有と小作制度マレーシア，

さらに地主・自作農の欄を詳しくに続u、ている。第7表

調べてみると，土地を購入した農家は今述べたよ

1戸はゴム聞を経営している

もう 1戸は精米所を経営している地

とくに精米所経営

地主であり，

主であることが特徴的であるo

の農家は土地購入件数7件，購入面積18エーカー

とそれぞれ全体の40%前後を占めていることを

うに 2戸であるポ，
i
 
，
 
i
 

5

6
、h

l

－
Q
U

T
ム

！議入規模
（エーカー）

1.4～2.6 

2.7～3.9 

4.0 以上

見のがすわけにはいかない。そのほかの農家でほ

2カ所土地を購入しているのは l戸しかなく，大

体が零細な米作地を JjJ所購入しているにすぎな

いのを見ても，精米所を経営する農家の土地集積

がこのアキア村ではきわめて例外的であり特異な

ことであることがわかろう。つまり一般的にいっ

て米作以外に収入源のない農家が土地集積を行な

うのは無理であって，精米所経営とかゴム園を所

18 

ーの小規模農地の購入がSf牛と，全体として l件

当りの土地購入面積がきわめて零織規模であるこ

また購入した土地は

5 ’b
i
 

合

とがまず闘につくであろう。

大体が自作地として購入者自身が耕地利JねしてL、

るのであ ＂） て，小作地として貸し出している例は

しかも18件のうち 4件にすぎないこともわかる。

この 4件はいずれも精米所を経符している農家に

またはかなり遺産相続があると訂しているとか，一般の農家の土地購入はせいぜい自よるもので，

あるいは一一一ころした帆はきわめて少数であ

るが一一人並みはずれた勤倹貯蓄によゅではじめ

て米作地を購入しうるのであるじ

そこでつぎに精米所（世帯番号 No.26〕の経営

乃展開と土地蓄陪の過程についてできるだ付詳し

く述べてみることにする。 No.26の農家は精米

所を隣村アリス村に1952年5月1日に設立してい

方、，

件当りの購入面積もアキア村の農家 1戸当り平均

経蛍面積］.5エーカー以下が大部分であり，購入

規模はきわめて零細であるといえる。

つぎにこの購入された土地がどのような階層の

農家に移行しているかを見てみよう。第8表がそ

れである。土地購入件数18件休日戸の詩家によ

／として i{1_:,r也をよ自加させるためで、あるといえる

ずン・ティアンの中間にある HupHin Chan精

米所（作興桟米較有限会司〉という華人系精米所の

籾米購入代理店（注I）として地域周辺のマレイ人米

作農民から籾米を購入する仕事を行なってU、た。

直接インタービューから得た情報によれば，この

籾米購入代理店としての仕事は1947年から始めた

が，当初は HupHin Chanのパガン・ティアン

周辺地での籾米購入代理店であった華人系雑貨商

2人の代理店として，つまり代理店の代理という

形で若干の手数料を貰いながら籾米購入を行なっ

その前は現在タンジョン・ピアンダンとパるが，て占められているが，土地保有形態別にみると自

作農が 3戸と最高であり，

白｛乍・小作農，

あとは地主・自作農，

I I 

臼｛乍・地主農家が2戸すさ－iで三 ;jt 

経営形態別にみた水間購入件数と面積

i対積＇ l戸型lり
数 Ifエ－＼ I平均面積

I Lカー／｜（エーカー）

8 19.3 8.1 
3 5.3 ! 1.8 
3 ! 4.9 i 2.4 
2 6.6 3.:l 
1 1 l 
1 ! :1 ¥ 3 

18 40.1 

個人ペースによる水田購入の規模写i分類

｜面積 購入した土地
数 の手I］別形陛

（エー）｜貸付地 自作j也
カプ町u性殺u__ cf空襲tt
4.6 i ー

12.6 '.$ '.I 

1s .4 : 1 I s 

4.5 1 1 

40.1 I 

3.4 

件数

ヮ“。
3
0ん
の
r

“，
E
1
A

11 

第 8表

戸
経営形態

地主・ i'l作
自作
自作・小作
自作・地主
，］、．自・地
自・地・小

合計
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ていたという。しかしその後 1年して実力乞認め

「〉れ，直法HupHin Chan精米所の代理店tこ昇格

して購入資金として5000ドルが融資されるように

なり，その状態が1952年まで続くのであるc 上記

のごとく 1952年にスタートした精米所は，ある農

民からの情報によれば 1万1000ドルの~~(i；： を親類

紋者かt,1Jミき集めて設立されtc.1J、規模なもので，

事業内容も最初は単に農民が持参してくる籾米を

精米するだけで，料i米，精米の貯蔵，販売免許は

持っておらず HupHin Chanの代理店としての

地位は依然として続いていたのである｝しかし

1967年には籾米貯蔵と精米販売の許可を政府より

与えられたことにより、 HupHin Chanの代理

店としての機能は自然となくなれ経営規模も大

きくなりはじめ，調査時では 1日40ピクル（pikul

iiOキロ・ザ示ム）の精米能力を持つにL、たってし、

た。だが，実際には現在もまだ毎日の籾米購入価

格は HupHin Chanからの情報によ－－，てきめら

れているように，日常業務において HupHin 

Chanの支配，影響力から完全に脱却していると

見るわけにはない段階にあるといえよう。

一方，精米所の土地蓄積の過程であるが， No.

26は調査時で総面積2:i.7エ－-JJーの米作地を所有

していた。その内訳をみると個人ベースで購入し

た18エーカーのほか，政府から安く譲渡してもら

った土地が1.6エーカー，残りの4.1エーカーはす

べて遺産相続けち0.7エーカーは妻の所有になってい

る）によってf尋たものとなってレる。 No.26はま

ず HupHin Chanの籾米購入代理店を始めた

1947年に近くの新開拓地に約3.4エーカー（若干の

淫敷地－tanahkampoa日を含む）を 1800ドPレで近

くに居住していた土地ブローカ一位2）を通じて購

入，つノすいて翌1948年には政府より 1.βエーカー，

さらにとんで精米所経営を開始した10年後の1961

I2 

年には同じく 2.1エーカーを3αゅドルで地元のも

のから員い求め，また翌1962年には自作地購入の

ためパガン・ティアンにある清算間体（Sharikat

Kami川 n日 Bagan Tiang Estate Bel日 rjasama) 1五

から借りうけた資金の年賦償還金を遮済しきれな

くたった農民から 2.8エーカーを入手してνるー

そのほかには 2.6エーカーの荒蕪地を1961年に購

入している。そして残り7.1エーカー（4.5エーりー

と2.iiヱーカーの水田〕の土地の購入時期は不明で

あるが， No.26の言によれば1948年から1961年の

間であると Uリ。このように No.26は籾米購入

代理店または精米所経営から得られた剰余金を戦

後ずっと米作地購入に投下することにより土地の

集積を行ない‘調査時点ではアキア村随一の23.4

エーカーの土地所有者に成長したのである。しか

したが九，こうした No.26のよ与なスピードと

規模での土地集積を他の一般農家に対しては望む

べくもない。一般の米作農家にと..，ては米作地購

入＝経営規模の拡大ブ口モスは著しく困難であ

り，逆に米作地が細分化，零細化していくのが現

実たのであるc

このように白からの購入による米作地獲得のチ

ヤ乙スぷとざされている農民にとって，米作地を

入手しうる残された道は父や母からの遺産相続を

通じて土地を手に入れる幸運にめぐり合う以外に

はたいことになる。しかし．その遺産相続の規模

は購入の場合と同じくきわめて零細なものになっ

てヤるのが実状である。第9表はアキア村での米

作地に関する遺産相続事例を示したものである

が，三の表から遺産相続の実態について少し見る

ことにしよう。遺産相続によって米作地を獲得し

た農家は全部で21戸で，相続面積は63.6エーカー

に遣し l戸当りの平均相続面積は約3エーカーと

なっている。しかし， 1事例当りの相続面積の規
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kの異なる血紙者より別廿に相続して」、る場合も

あるので，遺産相続事例数は第 9去の；農家数より

・; ;' 

遺産相続史家数とその規模J.llj分fl{

! '" ，立軸 1fo 債
i ,,, '" 句人 〔エーブJー〉

全部で25f列となっている。 2sW1J山う

ら91vリが｜父から息子j と最も多し J 山、で［父

!}> ：＂＿，娘Jcl) .1例，「1まから，白、子」の；1例となって

マレーシアにおレては遺産相続はいうまで

民本的にイスラム法ある L、は慣習法に従

うのであるが，村J各レヘルでの個別的な具体例で

古干増加し予:l 4 
4./i 
.J.9 
7.;, 
17 5 

ぶ”

i
斗

リ

ω
リ

M
e付
4
1
1

L、るc

もなく
9.2 
J0.5 

_m-9表

（ヱーカー）

～（） 7 
（）持～ 1.:1
1.4～ 2./i 
2.7～：l. <J 
4.0～ 5.2 
5.:-l～ 6.行

li.6～ 7.R 
7.9～ 9.2 
9.,l～10.5 

肢をみると 0.7エーカー未満の小片地ともいうべ

き小規模な米作地を相続してL、る農家が 6戸‘

0.8～2.6エーカーの相続をうけた畏家が同じく 6

戸と遺産相続による士地獲得の規僕は圧倒的に小

規模なのであり，相続した土地だけでどうにか曲

がりなりにも生活してレける左忠われる2.7～：l.9

はかなり込入った例もみられp 単純にイスラムi去

とが慎習法とかに区別できないことも多々ある。

ここでは遺産相続についての全般的な議論を展開

することはできなし、が‘調査の過程で遺産相続に

‘、，t
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ついて多少気 J＿；，，、たことを記すことにしよう。

ま寸ご第 1：こ実態調貨では、生前相続はごく稀に

死後相続が多か •C) たことである。しか見られず，
また相続した米作地だけでふエーカ一層が 2戸，

しかし死後相続と L、つでも死後すくに遺産が相続

十在者に西己分されることはあまりない。たとえば、

父が死亡してi，生前その父が所有していた米作地

る程度十分な経営を行なL、うると見られる4～6.5

エー力一層が 4戸、組農家に貸しIllすことホ可能

な規模で相続をうけたf.'k家はただの三戸にすぎな
1in.配偶者に遺産分割されること

は非常に少ないのである。特に相続されるべき米

作地が零細な場合は，配偶者がそのまま実質的な

がすく；ニ息子，
しかしこうした零細小片地であると

はいえ，米作i也の相続のチャンスのある農民はま

いのであるハ

娘には相続させな権利を引き続き保有し，息子，

その可能性のなし、玄だ幸運A とし、うへきであって，

娘が結婚して自分の相いのが普通である。息子‘

民が底辺に多数存在してレることを忘れてはなら

t.n、。

つぎにそうし、った幸運な相続が誰から議へと行

なわれているかを第 9去の事例をもとに分類して

その相続分があまり時分1:＇要求しようとしても、

白から相続を諦め士地の処分権；二もノトさ；ナAti::f,

父

視だけでなく母親の死後でないと父親の土地を分

割相続できないわけであるが、分割相続すべき米

この場台、を母親にまかせることがよくある。
1戸の志家でこ人以みると、第10表が得られるc

遺産相続件数の議副主人およびぷ受人当IJ分刻第10表

その傾向が強作 j也が小規模であればある日ど，

、Lf’i 

七cl)

生活基盤を保持するためできるだけ土地を自分の

手もとに保有しておこうとすることから起こるの

これは配偶者が自分の夫が死亡しても，• C 

り
J

u

J
叶
】

1
4
1
4
1
i
j

’£ ゐ芯子
父→娘
母→息子
母→娘

組父→孫、
夫→妻

父母→娘
不明

三のように実際の相続にお＇・＇ては‘相であん行。

続すべき土地の配分比率はイスラム法や慣習法に

I 3 

’)fミ
ムリトニーf入

11 



Ⅴ　地主の規模と特徴
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依存するけれど，相続の形態は各京家の経営条件

や相続人の生活能力さらに家族構成員間の愛情問

題など，もろもろの条件がからんでくることによ

り，きわめて多彩なものとなっている。

もう一つの見のがすことのできない特徴は，調

査中に農民が父親から遺産相続したと答えても実

際の主主記は済んでないととが非常に多いことであ

る。これは遺産相続の事務手続きが面倒なことや，

ある程度遺産対象が大きくなると子数料もかなり

取られることがその理由であろう。その結果，実

体は土地を相続し，自由に処分しうるようになっ

ていても登記して所有権の名儀変更を行なってな

い農民が多いのである。前表の数字にはこういっ

た実質的な相続行為の終了したと認められる農家

の事例数も含めておいた他心。

(il: 1) 近隣の華人系精米所i: j泣初ずレイ人米作農

民かん籾米をi直後買い入れくいずが， ifし倒tl, トラ

プノlrd号、れ華人はしだL、にマレ 1村務ji中に入ってい

くことをやめ，代わりマレイ人に籾米購入を肩代りさ

せるようになったといわれる。調査時て、は HupHin 

Chan精米所は約15人のすレイ人の籾米購入代理人を

利用して集荷していたという。

〈注2) インターピュ－"7:はブローカーという言葉

が用いられていたが，農F~ c1 n:1てli主だ土地売買行為

が独立した生業として成i'::Lてjj : .ず，襲業経営のか

ど1)，・，斡施主主を行なうのか汗通こあふ。

(IL 3) この清算団体d1959＇＜＼に設立されている。

当時，アリス村近くの 466ιーカーの米作地が 1人の

chattiarによって所有され，周辺のマレイ人， Z巨人農

民がそのもとで小「1♂農として耕作していた。しかし，

その米作地が chattiarから他の chattiarへとつぎつ

ぎに転売されそうにci:り，農民たちの小作権も消滅の

危険にさらされるにいf Tっ こ二三 157人の関係農

民1i J：ヲ州政府より63万 J L ーシ 7 ・I., （当時で 1

1 レーーシアドルキ112円）の裕lj}J金全w，り受けることに

より全小作地袋路エーカーノ chattiarより買い取った

のである。そして同時に6:-lJj I ル JJ借入金を返済する

ための清算業務を取り扱う間体が設'ir.きれたハであ

る。なお，この清算団体のより詳しい由来と機能につ

14 

、こは！づlj誌にてふれる予定である。

(iJ 4〕 ，，リアン米作地帯）） .. 「人民L(:::iじみら

れろ民地初予，＇fと細分化につい： l) .I ') Jドiい調査報告

ドIJ :. : : t, Wil回 n,T. B.，“The Inheritance and 

Fragmentation of Malay Padi Lands in Krian，＇’ 

Malayan Agricultural Jo間百al,Vol. XXXVIII, 

No. 2 (1955), pp. 78-91. 

V 地主の規模と特徴

rn, IYではアキア村にお付る米作経常面積の零

細tt:，小作地獲得の困難性，さらに土地の入手方

法が遺産相続に大きく限定され，一般の米作農家

の土地購入の可能性は小さいことなどなどについ

て触れてきた。そこでこの章では地主の規模と特

質について若干ふれ， ID,Nで述べた諸事実と対

比するとともに， VIで地主・小作関係の実態につ

I,' -c接近するための前段としたい。

；~王 11去はアキア村において地主とし』て土地を貸

し出してし、る農家をその貸し出し規模別に分類し

たものである。一見してわかるように総地主戸数

12戸のうち 6戸が3エーカー以下の零細貸付規模

であり， 3.1～7エーカーが4戸そして7エーカー

以上貸し出している農家は 2戸にすぎf，全体と

してアキア村の地主は小規模であると規定できょ

う。 7ヱーカー以上貸し出している農家2戸のう

ち I戸は既述のごとく No.26の精米所を営経す

る農家であり，もう 1戸は遺産相続によって得た

第11表地主の規模と戸数

～ご一－，当数三面積、l
I P  

貸付規模 ,: 

～：＼. Cl （エーカー）｜ 6 

:; J～7 ! 4(1) 

7 .1～12 

12 1～ 1 

J'l(i (3.5) 

10.5 

16.2 

台計｜凶 53.9 (3.助

〈注） （）はゴム圏を貸し付けている農家数および

その貸付け面積。



Ⅵ　地主・小作関係の実態と特質
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10.5エーカーを全部そっくり小作；こ出してヤる農

家（No.31）の例である。このようにアキア村での

上層地主の土地蓄積は一般農家にはほとんど不可

能な方法によって実現したものであり，いわば例

外に属するといってよく，その意味ではアキア村

の一般の地主規模は小規模地主とνうよりは零細

地主と呼ぶ方がより適当かもしれないο

第12表はアキア村の地主を土地保有形態別，さ

らに貸付，経営規模別に分類したものであるが，

この表からより一層鮮明にヒ述のアキア村の地主

の零細性が理解できょう。この表の‘番の特徴は

純地主が l戸のみであるということであろう。こ

の地主は前述した No.31の農家で相続した土地

全部を血縁の者に小作に出している地主である。

第 2の特徴は一番Rの特徴と表裏をなすものであ

るが，この純地主を除付ばあとは地主・自作長，

小作・自作・地主農といった範曜の地主で地主自

からも米作経営を行なっている地主層によって占

められていることである。 12戸のうち11戸がこの

範時の地主である。その結果，地主の貸付面積が

全体で53.9エーカーなのに応較して，地主白から

経営している米作地の面積が57.0エーカーとかえ

って広いのである。この数字はアキア村の地主全

体が 1,2の例を除けばきわめて零細規模であり，

小作料だけに依存して生活できる池主震は仔在L

ないことを示してU、るといえよう。地主自がら自

作地を経営するだけでなく，他の地主より小作地

を借り受けるのでたければ十分な家計収入を確保

できないのである。

さて以上でアキア村における土地所有と経営規

模の状況を見てきたのであるが結論的にいえば零

細な経営規模の農家が過半数を占め小作地の獲得

が困難になっており，地主も零細小規模な地主が

庄倒的に多L、ということである。では地主，自作，

小作農層とも零細な米作経営農家の聞ではどのよ

うな地主・小作関係、が実態として取り結ばれてい

るのであろうか。それをつぎに見ることにする。

VI 地主・小作関係の実態と特質

fキア村の地主・小作関係の実態と特徴を分析

するにあたって，まず第13表の検討から始めよう。

最初に総小作契約事例数を血縁，非血縁別の比率

でみると，血縁を通じた契約事例が49と金事例数

日の86%強を占め，非血縁事例の14%弱を大きく

圧倒しており，ケーゲー州ブジゴール村の調査事

例同様，血縁関係が地主・小作関係成立の契機に

おいて重要な役割を果たしているのがわかる。し

かし血縁関係といっても近い等親の聞で貸借関係

が結ぼれる傾向が強く，血縁関係があればだれで

15 
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もよいというわけではない。表でもわかるように

「父jや「妻の母J,f兄弟jそれに「叔父jなど

の近親の所に集中しており，血縁が遠ざかるにつ

れ一般に契約事例も少なくなっているc と三ろ

で，こうした血縁関係を通じた小作契約はすべて

口頭で行なわれ，アキア村では文書契約の事例は

見られなかった。また小作契約の期間，瓦新，解

約などの特徴につヤてはブジョ－Jレ村の事例とほ

とんど相違がたいのでことでは特に何も記さない

が，その性格について一言すれば，一般に小作契

約の内容は明示的でなく，契約条件も多様で暖昧

であり，かっ不徹底なことが特徴としてあげられ

よう。これは血縁による地主・小作関係が支配的

でE恵的性格が契約内容に強く付与されやすいた

16 

めであることは言うまでもない。地主・小作人双

方の小作契約にまつわる権利・義務関係の意識lま

一般に稀薄で明確化されておらず，きわめて便宜

主義的司場当り主義的に契約条件が変更される。

これも上記のような血縁による融通主義的性格が

地主・小作関係において強いところからくる当然

の帰結であろう。

つぎに小作料の支払い形態tこ ~－）＂ 、て述べると‘

これも第171毛からわかるよう』こ定額現金小作料ヵ2

34例，現物小作料が18例となっており，現金納が

全体の65%と著しく高率になっているのが特徴で

ある。これをいまウィルプン（T.B. Wilson）の行

なった1958年の調査報告書にみられる数字と比較

すると現金納65＇；，－~という比率かし、かに高L 、かがわ
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かる（注l＼.ウイノレソンによれば1954～55年当時で

はパガン・ティアン地区における現金納小作地は，

パジャック形態を含めて計算しでも全小作地3363

エーカーのうち 430エーカーど12.2%にしかすぎ

ず，現物納が辿に制%と圧倒的に優位を占めてし、

るのである。！主たケリアン地域全体をみても現金

納が16.4%，現物納が83%となっていて、やはり

現物納が支配的となっている。ところがこの現物

納による支払い傾向は既述のように1968年までの

15年閣に現金納にとって代わられ，地｛立が全く逆

転してしまったのである。もちろん， fキア村t~

けの事例からクリアン地域全体の傾向を推雰；する

ことはできないが，隣村アリス村の調査例でも現

金納の比率が60%とアキア村の場合とほとんど変

わらなャことや，調査過程で蕊民自身の口から小

作料の現金化と高額化傾向を嘆く戸を多くi昔lv、た

ことなどからしても，調査地周辺一帯さらにクリ

アン米作地全域において現金納化への波がここ15

年間に血縁，非血縁を問わず，激しく押し寄せて

きたことは事実と見られる。

このようにアキア村では現物納が占める比率は

低いが，ここで注意しなければならないのは現物

納といっても実際は 2, 3の例を除けばほとんど

が代金納形態をとっていることである。つまり収

穫のあとで小作米を現金に換えてから地主に支払

う形態をとっているのであって親米をそのまま地

主に渡すのではなし、。こうした代金載が多い理由

は，（1）小規模地主のため端境期をまって小作米を

貯米倉（gudang一一ケダー州では一般にjclapangと呼

ばれている）に備えておくほどの余裕がないこと，

12）湿地帯のため貯米倉を建てる費用，労働の調達，

負担が大変で貯米倉さえなャ農家が多U、こと，（3)

風場から地主の家まで遠距離のため小作米の蓮振

が困難であるとと，などの理由をあげることがで

'7 I一一シア， !J I) 7 ＞米作地帯における土地所有と小fr制度

きるだろち。また代金納では小作米を現金イじする

際，地主と小作人の聞でいろいろな取りきめが行

なわれるのが普通であるが，そのなかで盤要なの

は小作人が小作米を精米所または雑貨店に売る前

Jこ弛主の所に行き，販売価格について相談または

事航承諾を得なけれiまならないケースがあること

である。雑貨店や精米所によって籾米購入価格が

多少異なる以上，地主側としては小作人に対する

こうした襲請は当然といえるかもしれない。また

ある地主は小作人に小作籾米の売り先き店を指定

したり，その店の領収書を持参することを要求す

ることもあるハこうした要求の有無法もちろん，

個々の地主と小作人との人間関係のよしあしによ

ってきまるのであって，相互に信頼関係がなけれ

ばそれだけ地主の要求が面倒になってくるが，逆

lこ具体的な契約何一つしないで小作に出すことも

珍しくないのである。

つぎに小作料の水準tこつヤて記すことtこする。

現在のアキア村および周辺地の現金，現物小作料

の水準がどの程度高いものであるかを明らかにす

るためにもう一度ウイルプンの調査と築者のブジ

ョール村での調査事例と比較するのが便利であろ

う。まず現金小作料について見てみよう。現金小

作料の水準における第 1の特徴は，小作料の水準

の幅がきわめて広く， 1エーカー当り60ドルから

150ドル以上と 2半倍もの格差があることである。

いま平均値をとると 100ドル前後であるポ，安い

場合で70～80ドル，高U、場合だと大体120ドJレ（150

ドルの例があうだが，これは例外というべきであろう〉

というのが相場である。また現物納についてみる

と平均が150ガンタン／1エーカー前後で，安い場

合にほ100ガンタン以下，高ヤ場合で170ガンタン

以！ことなっている。これをU、まウィルソンのバガ

ン・ティアン地区の数字と比較してみると，現金

17 
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第14褒 クリアン郡各地区とケダ－,J,Hにおける籾米生産性の比較

（単位：ガンケン／エーカー）

＼ 地域名 l ク I} ア ンー沿岸部一｜川 千円ク V r・ ：，，－尚一画一部一一一－－，I－一元一丁
パfツトi

1ト｜ 
年度＼＼、｜二Z品t1：正ア〆iず1月Z正］＆：ラア地rイ地｜地 区｜ン地区 it品伝ゴ｜｜込話器iケダ一チ
1950/51 I 329 I 600 I 446 I 390 1 286 I 238 259 I 2ti5 347 11 41と1
1951/52 I 258 I 412 I ~12 I 300 I 128 I 必 78 I 91 •• 211 I 350 
1952/53 I 300 388 I :-i90 I 309 :281 126 :c;o1 i 24行＇ 29:'l 440 
1953/54 I 3f>O i 388 I 403 I 350 i 247 206 • 280 I 日rn 314 Ii 40fi 
1954/55 I 301 ・ 402 I 422 375 1 187 154 i 82 I 103 ,, 256 11 379 
1955/56 I 350 48:3 I so2 必4 : 277 170 I 227 I 250 33c1 ll :17c1 
1965/66 i 498 6必 I 666 505 I :m, :13s I 400 1 212 46り F 527 

（山所〉 ① T. B. •Nilson, The 1':conomics of l'adi I’roductiυn in North Malaya, Part [, lane/ temm日

rents, land use and fragmentation, Kuala Lumpur, 1958, p. 113, App阻. H. 

② Rice StatisticsルrWest Malaysia 1966, ])ept. of Stati北ics,¥Ialaysia, 1967. 

③ Padi Harvesting Returus Krian, April, 1966.の各資料より抜粋作成したもの。

（注〉 1ガンタンはが,J2.5キロ・グラム，つまり400ガ1 ン々で 1トンである。

なお，公式の精米坊主（容量換算〉は65%である「

小作料ではアキア村の事例の方が全体的に若干高

くなっているが，現物棉では逆にウイJンソンの時

点の方が詩くなっているのである慌のο つまりパ

ガン・ティアン地区周辺では1954-55年当時から

現金小作料の水準は平均で 92ドJi,，現物納で 165

ガシタンどすでに高く，約15年後の筆者の調査時

の水準とほとんど変化がないのである。この点，

ブジョー／レ村での調査例と著しく対照的である。

ケグー州ではウイノレソンの調査時（1954～55年1と

筆者の調査時（1967年〉とでは現金，現物を問わず

小作料の水準はかなり上昇し（注U，その結果1954

～55年において全国で最も高い今 l）アン地域の小

作料よりはるかに低い水準にとどまっていたケダ

ー州の小作料借りは， 1967～68年頃までにはほと

んど同水準にまで高機したのである。ケダ一小1・ほ

クリアン地域は双方ともマレーシアにおける代表

的な穀倉地帯であり，同時i己小作地率の高U、地域

であるが，戦後の小作料水準の推移という点では

上記のようにクリアン米作地域がずっと一貫して

マレーシアで最も高L、小作料水準を維持してきた

18 

という点に大きな特色があるとU、える。

しかし，同ヒクリアン米作地域といってもケリ

アン内陸部とクリア沿岸部とでは小作料の水準に

著しく鎧があることに注訴する必要がある。たと

えば， E巴沃なケリアン滑岸部諸地区ぃミガ1 ・テ

ィアン，タンジョン・ピアンダン，ノfリット・ブンター

ル，クワヲ・クラウの各地区）の小作料は現金納の場

合で内陸ワリ 7ン部の約：'I{古，現物納で1.5～3.5

併という調査終果がウィルソンによって報告さ

れているが慌の，こうした傾向は1968年のアキア

村の調査においても極々山情報から変化してない

ことを知ることができた。三のようにクリアン郡

の高額小作料地域は沿岸クリアン部に限定されて

ヤるのであるが，その沿岸ケリ γン部に位置する

アキア村はこれまでの文脈からして当然，マレー

シアで小作料が最も高い地域にある村ということ

トこなる。

さて，三こで晴題はク l）アン滑埠の米作地帯の

小作料がクリアン内陸部やケダー州の米作地のそ

れよりなぜ高いのか，またこれまマ高かったのは
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なぜかということになる。 1,、まこの疑問に対して

ぷ細iこ答える十分な資料的ffl意はなL、が，一つの

要因どしては，（千二米作地域間の籾米生産性の差異

がかたり大きく影響しているのではないかと汚え

ふ。たとえば第111去を見亡し、ただきたいc この表

わらも；i ＞ かるようにケリア〉郡におL、て最も ！t-.~

’I生のb石L、ノ〈ガン・テ fアンペヲヲンジゴl> .ピアL

グン地区では早総や洪水などで著しく llx.註が落ち

た年は男！！として，ケゲ－JI、iやクリアン内陸部の各

地区のエ－）J一当り平均籾米生産高より i土るかに

i向い数字をjJミしてヤるのである。単位函荷主り収

量が多くヲそして農家の他の経営条件におL、て大

体同じであるとすれば当然その地域の，J、作人はよ

り高しリト作料に耐えうるはずであり、 したがって

ノミガン・ティアン．タンジョン・ピアンダン；血ドー

などにみられる戦後からの一貫した高額’j、作料(l)

存在の理由を一部説明できると思われる、も.－，と

も，小作料水準の地域間格差はその地域間の土地

生産性格差だけから説明しきれるものでないこと

は言うまでもなかろう。周辺都市における商工業

の発達の程度や近接地域にゴム・エステートやス

ズ鉱山があるかどうかが小作料の水準に影響を与

えるであろうし，また人口密度，所有規模や地域

内における華人米作農民の有無なども大きく関係

しているはずである。しかしこれら諸要因の複合

的な影響についての評釧は，さきに述べたごとし

これからの調査研究を待たねばならないい

ともあれ，アキア村周辺地域の小作料の水準は

他地域と比較して高いのであるが，しかしj湯台に

よっては良民間に減免憤行的な傾向が同時にみら

れることに注意する必要があろう。特；二血縁で地

主・小作関係が結ばれている場合tこは相互扶助的

な減免慣ノ行がみられ，高額小作料を相殺する効果

を果たしている。以下，実例を若子あげてその内

' - ;・ c・. ケ・.］ .. ，米i'Jj也r市にわける土地所有と小作制度

容を説明することにしようつまず第 1に血縁を軸

とした地主・小作関係で，現金小作料の形式をと

りながら収穫後に支払うというケースがあったこ

とをあげることができょう。現金小作料は通常そ

の年の耕作が開始される前に地主から先払L、する

よう要求されるが，血縁関係が存在する場合には

収穫後払L、が認められることが住々にしであるo

dうまでもなし収穫後払いの方が小作人にとっ

てはるかに楽でtふり，収穫前払L、と比較して米作

経営上また家計上雲泥の差が生ずることは自明で

ある。収穫後払いはラしたがって，小作料の支払

' ＇時期を約半年遅らせることにより小作 v人の生活

をある意味で補助するための，血縁的地主・小作

関係による一つの相互扶助形式とみることができ

ー？

も〉。

七た現金小作料で収穫後払ヤのさらに進んだ形

としぐは収穫後払いでかつ支払L、額が不定という

メアースがある。この場合は稲刈り後にその時々の

籾米販売価格や地主・小作人相互の家計状態を勘

案しご具体的な小作料の支払ν額をきめるのが特

徴である。たとえば地主・小作人＇・、ずれかに病人

が出たり，不幸があったりまた出産，結婚，就学

などの物入りがあれば．その都度，程度に応じて

小作料を調整するのである。つまり農家の経営規

模が小さく豊凶により容易に家計が左右されやす

L、場合に、小作料の額を具体的にきめずに相互調

整できる余地を残しておくのだが，その結果この

方式による現金，J、作料の水準は先払L、の場合より

低くなるのが普通である。ということは逆にいえ

ば，地主にとってころした小作料の決定・支払い

方式は現金．小作料を小作人に課すことによって得

られる二つの利点，つまり耕作前に支払ってもら

うこと，たとえ凶作でも減免を行なう必要がない

ことの利点を放棄してしまうことになり，実際に

19 
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は現物納または代金納に近い形で小作料が決定さ

れ支払われることになり，小作入にとってきわめ

て有利な結果となる。もちろん，この収穫後払い

かつ小作料不定という便法は血縁関係を媒介とし

た地主・小作関係においてのみ見られたのである

が，事例としては全部で 5例あった。

血縁聞の相：7王扶助関係が最も強く機能している

例として小作料を全く徴収しない例をあげること

ができる。どの事例はアキア村で4例みられた。

いずれも近い血縁の場合にみられ，兄弟聞で2例，

義父から娘婿，娘婿から義父の例が各々 1例の計

4例である。小作料なしというのはもちろん，小

作人側の苦しい家計を助けるのが民的であるが，

なかには借金の返済とか，家の新築とかあるいは

結婚当初でもう少し農業経営や家計が軌道にのる

までといった具体的な目的があり，期間も 2～3

年と区切ることもある。たとえば， t庄司喜子弓 No.

13は義理の父より 2エーカ一世りているが，小作

料を払ってない。理由はまだ自作農として独立し

てないので毅父が援助してくれるのだという o

No.13はすでに1965年に 1エーカーの米作地を購

入する際， 3900ドルのうち2000ドルを義父に肩代

わりしてもらっているが，さらに自作地をふやし

自立農家となるべく現在でも小作料の煽で扶助関

係が続itられているのである。また No.Bは1エ

ーカーの米作地を実兄と共問購入しているが（年

次不明〕，そのまま自分で耕作し実兄にはやはり小

作料を支払ってない。一般にマレイ人義民の間で

は義父・娘婿間の扶助関係が強いことが調査で経

験的にわかっていたが No.13の場合にはそれに

親族一同がパンジャルマシンからの入植者である

ことも大きく作用していると推則される。という

のは，アキア村の農民自身の口からよく聞かされ

たことであるが，パンジャルマシンは他の土着マ

20 

レイ人と比較して独立心，経済観念ともに横溢し

血縁的な相互扶助関係も強く機能しているとい

う。確かに No.13の例でもわかるように勤勉．

節約の精神それに血縁的なじん帯を軸とした結合

関係が他のマレイ人農民より強聞のようであ心。

最後に長期小i'i＿：契章与一一ノ、ンい rク（pajak;, ' 三

ついご記しておこう。まず第15）＜士見ていた 1七さ

たい。同表のごとくアキア村におけるパジャック

は全部で5例あったが，血縁聞が 3例，他人聞が2

例であった。小作期間の長さは比較的短く 5年が

1例あったほかはいずれも 2年となっているo ブ

ジョーyレ村の調査ではパジャックは主として血縁

聞における互恵的な地主・小作関係においてみら

れ．どちらかといえ♂地主による生活資金調達方

式としての性格が強かった。しかし，アキア村で

は確かにそうした傾向もみえるが，必ずしも問列

には論じられない点もある。たとえd，パジヤ／

ケでは小作料を数年間前払いするため小作料額グh

普通小作と比較して低くなるのが通例であり，特

に血縁の場合はそうした傾向が強い。しかしアキ

7村では血縁＇ ：ジャ、、ノクといえども，J、作料は 1:L 

ー力一当り年間，たとえば90ドル， 92ドルと他の

普通小作とほとんど差異がないのである。この点

フヘゾョ－Jレ村のケースと大きな還し、がある。もろ

］点は他人同士聞のペジャックであるが，これが

かなり過酷な小作条件を強いられていることであ

るo No. 34は1.6エーカーの米作地をクリアン川

対岸のケダートトいり／グール・ハル I.Ban也rBabru) 

に借りているが‘ 2年間で 350ドJL,，エーカー吋

りに換算すると年間約 110ド）レの小作料を支払う

契約となっていて．平均小作料より若干高くなっ

ているのである。そのうえパンダ－，レ・パ1レはア

キア柑からは10マイノレ近く離れ，ブエリーでクリ

アン川を越えて行かねばならない遠隔地であり，
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霧 15表 パ三ャック（r刈ak） 小作形態と小作条件

小砕λのl契約期筒「相手の｜函 覆l

世帯番号（年数）｜地位｜（エーカー）｜ 条 一 件
No. 13 ,- 5 1版父［ l iパガン・テイァン試の2耕作地に小作地があ口頭師柑り一五百70γ

, I fレ／5年IVレロシア三90ドル／年／エーカー
No. 16 2 従兄 l (U 192ドル／ 1年／エ カーに杓＇－＇：

No. 23 i 2 弟 1.3 I 地主はクワラ・ムダ（KualaMuda）に住む60ドル／年／エーカー

No. 34 ! 2 1 他 人 1.6 1小作地はパンダーノレ・パルにある。 10年間続いている。 109ドル／ 1年／エーカ

No. 47; 2 I 他 人【 1.:1 ！一切りドル／1年fエーカー

さらに土地生産性もクリアン沿岸部と比較して，

かなり劣態であるといわれる。こうした悪条件を

汚えると No.34の p；ジヤック契約にみ人れる，j、

作条件には小作料前払し、に対する地主側の掛酌が

みられず， 一般の小作条件より過酷なものになっ

ているといえる。

このようにアキア村のパジャック契約は米作地

内相対的稀少性からくる農民間の小作地獲得競争

を反映し，血縁，非血縁を問わず小作料が普通小

作の場合と変わりないか，若干高いのである。そ

の結果，血縁関のパジャックではブジョール村の

ような相互扶助的な関係はどうしても簿められ，

小作人にとって，きつい条件を強いられること仁

なる。また非血縁聞のパジャックは地主の圧迫に

よる高額小作料の数年間前払いの要求といった性

格を帯びてきているように忠、われる。

（注 1) Wilson, T目 B.,The Economics of Padi 

I’roduction in Nor幼 Afalaya,Part I, land tenure, 

rents, land use and fragmentation, Kuala Lum-

pur, 1958, p. 37の［；（l6,7去をみよ。なお，ウ fルソ

ゾの数＇j7U1/1j積で｝j_! ）汗札ており，事例数で lf計 Lt 

アキア村＜／）調査11Uと：t/j't絡にU比較でき t：いふ，実際

しりアキア村をの調査では現金，現物納別にみて小［ノl地

c'）広狭X!J.i侍になゐ ！；＇》 i可者、 j主ij；’を比較すごのに竹

に問題行 L' と思わjI ：：，ヲ

C i.t 2 ) Ibid., p. 43, ：；高23,N, p. 53, ~1 39表を参

jl，南せよ。

CiU〕 1954-55:jJ）ケダ－・Jllにおける平均現物小

作料はウィルソンの調査では127ガンタン／エーカー，

ー12J!J J礼金小1ド料72ドルノ／エーカーと公 1ているカ．

1967年の筆者のケダー州，スンガイ・ブジョーノレ村で

の訳出ではそJLぞれ150ガ＞ ；~ン， 114 アんにまで上昇

L -＼、た。現物小作料が18%，現金小「FHでは54%

高機である。

は 4) Wilson, The Economics of Padi Produc幽

tion・ …p. 54, ＞＇；も 41表を参)!iJせよ。

（注5) Ibid., p. 43，第23表， p.53，第39表を参照

ぜよ。

要約にかえて

アキア村米作農民の土地保有形態上の特徴は一

言にしていえば，規模の零細性と耕地の分散錯間

性にあるといえる。こうした傾向は各階層の農民

に医別なくあてはめるととができるが，特に 3エ

ーカー以下の零細小規模層によって多く占めら

れ，耕地も遠隔地に分散Lている小作農層tこ顕著

である。また自作農層についても 5エーカー前後

の所有規模が多く，決して富裕農屑とはいえない

し，地主層12戸をみても 7エーカ一以上貸し出し

ている農家は2戸と全体的に零細地主といえる。

そしてこの零細農家の所有米作地の入手源をみる

と遺産相続によるものがほとんどで，一般農家で

は購入を通じて土地を集積L，経営規模の拡大を

実現することが，著しく困難である ζ とがわかっ

た。

しかし，このなかにあって精米所経営農家（No・

26）はアキア村の農家全体の土地購入件数，購入

21 
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面積の約40%を占める米作地を集積し，他農家と

は隔絶した存店となり明らかに地主としての地位

も築きつつある新しい々イプグヲマレイ人精米資本

家といえる。また No.31の農家は10.5エーカー

の土地を相続し，それを全部小作に出して絹地主

としての地位を維持している。言うなれば、この

2戸はそれぞれ米作経営以外に大きな収入澗のあ

ることが他農家には期待できない土地蓄積を可能

ならしめ，また大きな遺産を措続したことが純地

主の立場を保証しているのである。だが7キア村

にあってはこれは例外であづて，一般の農家は早

婚に伴う短期間の核家族の膨大な誕生と均分的な

土地相続法，また戦後の輸入商品経済の浸透によ

り，ますます経営規模の零細iヒと経営条件'7）悪化

傾向に拍車がかけられているのが実状である。そ

の結果，小作農の増大と小作条件の劣悪化が最近

とみに顕在化L，，伝統的な相互扶助関係の強1ハ血

縁的な地主・小作関係に新たな様相が加えられつ

つあるといえよう。

筆者の調査経験では‘一般にマレイ人米作付落

社会における血藤共同体的じん帯は地球共同体の

それより相対的に強く作用しているように思え

る。このことは小作料の一般的な現金化，高額化

が進行するなかで，なおも互恵的な血林地ヒ・小

作関係の根強い広範な存在をみてもわかる。しか

しながら，ここ調査地周辺の小作条件の劣悪化は

土地所有規模の零細化傾向と描まち，血縁内での

相互扶助的地主・小作関係，つまり「貧困の共有」

型地主・小作関係の存続を阻止しはじめている事

実も見のがせない。この傾向は血縁，非血縁を問

わず同じように小作料が高くなっていること，ノミ

ジャック小作料の高額化のなかに最も如実に表わ

れており，農民からも血縁内での助け合いがだん

だん薄くなってきていることを嘆く芦となって反

22 

映している。つまりプジョーノレ村の場合のように

土地所有の零細化は「『貧困の共有』を血縁内に包

古し，解消でき t,r_い；まどj進み，「相E扶助原理の

弱化を生む要因にJなりつつあるように見える。

として，その度合はアキア村の方ボブジョールH

より強いと思われる。土地所有の零細分散錯岡性

を基礎とした地主・小作関係の階級性は，その血

縁的互恵性の殻を破り，地主側の仮借のない要求

がし／でいにひろがりはじめている段階とみたャ。

〔調査研究部〉
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（ ）吋土ヤジの栽t)}1面積，（ ）ゴ｛主ゴムの栽矯面積。（注）
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